
 

 

 

 
傷害事件（暴行等）に起因する医療費は、本来加害者が賠償すべきものであるため、原

則として国民健康保険の給付はできません。しかし緊急の場合など、国民健康保険証を使

用して受診する場合は、下記の書類の提出を条件に保険給付を認めます。 

書類を提出されない場合、保険給付を取り消し、給付額全額を返還していただくことに

なります。 
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チェック欄  

 

□  傷害事件（暴行等）による傷病届 

□  事故発生状況報告書 

□  同意書 

□  保険給付承認申請書 

□  診断書・治癒証明書 

→『医療機関』で入手してください。 

 治癒証明書は傷病が治り次第ご提出ください。 

□  その他，傷害事件に関する資料一式 

→『警察』等から交付されたものや、その他事件に関する 

資料があれば添付してください。 

□  誓約書（加害者側） 

     →加害者が保険に加入していない場合、誓約書を提出してください。 

 

→『警察』等から交付されたものや、その他事件に関する 

資料があれば添付してください。 

 


